
技能労務職員の給与について

（参考）

技能労務職員の給与については、一般行政職と異なり、労使交渉を経て労働協約を締結することができるが、

法律上、職務の内容や責任に応ずるものとしなければならず、また、同一又は類似の職種に従事する民間従業

者との均衡を考慮して定めなければならないとされている（地方公営企業法第38条、地方公営企業等の労働関係

に関する法律第7条、附則第5項）。

＜参考５＞

技能労務職員の給与は、横ばい又は微減の傾向にあったが、令和７年
は上昇に転じている。

○ 技能労務職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額
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